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告

示

青
森
県
告
示
第
五
十
号

地
方
自
治
法

(

昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号)

第
九
条
の
五
第
一
項
及
び
第
二
百
六
十
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
り
、
深
浦
町
長
か
ら
深
浦
町
の
区
域
内
に
新
た
に
次
の
土
地
が
生
じ
た
こ
と
を
確

認
し
、
こ
の
土
地
を
深
浦
町
大
字
北
金
ケ
沢
字
塩
見
形
に
編
入
す
る
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同

法
第
九
条
の
五
第
二
項
及
び
第
二
百
六
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
十
六
年
一
月
三
十
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

西
津
軽
郡
深
浦
町
大
字
北
金
ケ
沢
字
塩
見
形
二
七
三
の
三
三
、
四
〇
八
に
隣
接
す
る
公
有
水
面
埋

立
地
並
び
に
大
字
北
金
ケ
沢
字
塩
見
形
一
三
の
二
、
一
四
の
二
、
一
四
の
六
、
一
四
の
九
、
一
四
の

一
四
、
一
四
の
一
九
、
一
五
の
一
か
ら
一
五
の
四
ま
で
、
一
六
の
一
、
一
六
の
二
、
四
〇
七
の
二
九
、

大
字
関
字
栃
沢
九
三
の
一
一
及
び
こ
れ
ら
の
区
域
に
介
在
す
る
道
路
、
水
路
で
あ
る
国
有
地
の
地
先

公
有
水
面
埋
立
地

二
九
、
五
三
二
・
三
二
平
方
メ
ー
ト
ル

青
森
県
告
示
第
五
十
一
号

地
方
自
治
法

(

昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号)

第
九
条
の
五
第
一
項
及
び
第
二
百
六
十
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
り
、
深
浦
町
長
か
ら
深
浦
町
の
区
域
内
に
新
た
に
次
の
土
地
が
生
じ
た
こ
と
を
確

認
し
、
こ
の
土
地
を
深
浦
町
大
字
北
金
ケ
沢
字
塩
見
形
に
編
入
す
る
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同

法
第
九
条
の
五
第
二
項
及
び
第
二
百
六
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
十
六
年
一
月
三
十
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

西
津
軽
郡
深
浦
町
大
字
北
金
ケ
沢
字
塩
見
形
一
五
の
一
、
一
五
の
四
、
一
六
の
一
、
一
六
の
二
の

地
先
公
有
水
面
埋
立
地

五
、
〇
〇
〇
・
〇
二
平
方
メ
ー
ト
ル

青
森
県
告
示
第
五
十
二
号

地
方
自
治
法

(

昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号)

第
二
百
六
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
佐

井
村
長
か
ら
佐
井
村
の
字
の
区
域
を
次
の
と
お
り
変
更
す
る
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
二

項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
十
六
年
一
月
三
十
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

下
北
郡
佐
井
村
大
字
佐
井
字
古
佐
井
山
一
四
の
一
、
字
古
佐
井
川
目
一
七
七
の
一
四
に
隣
接
す
る

…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

青 森 県 報������	
�� �� 第2282号�

�
�
�
�



� �

国
有
林
で
、
測
量
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号)

第
十
一
条
第
一
項
第
一
号
の
規
定
に

よ
る
国
土
交
通
省
告
示

(

平
成
十
四
年
告
示
第
九
号)

で
定
め
ら
れ
た
平
面
直
角
座
標
第
十
系
を
用

い
て
得
た
次
の
一
の
点
か
ら
二
三
ま
で
の
点
を
順
次
連
結
す
る
線
及
び
一
の
点
と
二
三
の
点
を
結
ぶ

線
で
囲
ま
れ
る
区
域
を
大
字
佐
井
字
古
佐
井
山
に
編
入
す
る
。

下
北
郡
佐
井
村
大
字
佐
井
字
古
佐
井
山

一

点

Ｘ
座
標

＋
一
五
八
〇
四
五
・
一
四
メ
ー
ト
ル

Ｙ
座
標

－

三
四
四
八
・
一
五
メ
ー
ト
ル

二

点

Ｘ
座
標

＋
一
五
八
〇
六
八
・
四
九
メ
ー
ト
ル

Ｙ
座
標

－

三
四
四
七
・
六
三
メ
ー
ト
ル

三

点

Ｘ
座
標

＋
一
五
八
〇
八
一
・
〇
四
メ
ー
ト
ル

Ｙ
座
標

－

三
四
二
二
・
三
五
メ
ー
ト
ル

四

点

Ｘ
座
標

＋
一
五
八
〇
五
七
・
四
一
メ
ー
ト
ル

Ｙ
座
標

－

三
四
一
五
・
七
六
メ
ー
ト
ル

五

点

Ｘ
座
標

＋
一
五
八
〇
三
五
・
七
五
メ
ー
ト
ル

Ｙ
座
標

－

三
四
〇
八
・
六
五
メ
ー
ト
ル

六

点

Ｘ
座
標

＋
一
五
八
〇
一
六
・
三
三
メ
ー
ト
ル

Ｙ
座
標

－

三
三
八
五
・
三
八
メ
ー
ト
ル

七

点

Ｘ
座
標

＋
一
五
八
〇
一
七
・
七
七
メ
ー
ト
ル

Ｙ
座
標

－

三
三
七
六
・
三
二
メ
ー
ト
ル

八

点

Ｘ
座
標

＋
一
五
八
〇
〇
三
・
二
一
メ
ー
ト
ル

Ｙ
座
標

－

三
三
六
一
・
七
七
メ
ー
ト
ル

九

点

Ｘ
座
標

＋
一
五
七
九
九
〇
・
九
七
メ
ー
ト
ル

Ｙ
座
標

－

三
三
四
二
・
八
七
メ
ー
ト
ル

一
〇

点

Ｘ
座
標

＋
一
五
七
九
七
二
・
二
三
メ
ー
ト
ル

Ｙ
座
標

－

三
三
二
九
・
三
三
メ
ー
ト
ル

一
一

点

Ｘ
座
標

＋
一
五
七
九
五
七
・
三
三
メ
ー
ト
ル

Ｙ
座
標

－

三
三
二
〇
・
二
八
メ
ー
ト
ル

一
二

点

Ｘ
座
標

＋
一
五
七
九
四
九
・
一
五
メ
ー
ト
ル

Ｙ
座
標

－

三
三
〇
四
・
九
二
メ
ー
ト
ル

一
三

点

Ｘ
座
標

＋
一
五
七
九
二
六
・
四
四
メ
ー
ト
ル

Ｙ
座
標

－

三
二
八
八
・
一
二
メ
ー
ト
ル

一
四

点

Ｘ
座
標

＋
一
五
七
九
〇
二
・
〇
三
メ
ー
ト
ル

Ｙ
座
標

－

三
三
〇
九
・
四
二
メ
ー
ト
ル

一
五

点

Ｘ
座
標

＋
一
五
七
八
九
九
・
七
八
メ
ー
ト
ル

Ｙ
座
標

－

三
三
三
五
・
九
五
メ
ー
ト
ル

一
六

点

Ｘ
座
標

＋
一
五
七
九
〇
〇
・
一
八
メ
ー
ト
ル

Ｙ
座
標

－

三
三
六
六
・
九
三
メ
ー
ト
ル

一
七

点

Ｘ
座
標

＋
一
五
七
九
〇
三
・
九
八
メ
ー
ト
ル

Ｙ
座
標

－

三
三
八
七
・
八
三
メ
ー
ト
ル

一
八

点

Ｘ
座
標

＋
一
五
七
九
三
九
・
七
三
メ
ー
ト
ル

Ｙ
座
標

－

三
四
〇
八
・
三
六
メ
ー
ト
ル

一
九

点

Ｘ
座
標

＋
一
五
七
九
六
二
・
二
五
メ
ー
ト
ル

Ｙ
座
標

－

三
四
二
五
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル

二
〇

点

Ｘ
座
標

＋
一
五
七
九
七
八
・
八
〇
メ
ー
ト
ル

Ｙ
座
標

－

三
四
五
八
・
八
五
メ
ー
ト
ル

二
一

点

Ｘ
座
標

＋
一
五
七
九
九
四
・
七
三
メ
ー
ト
ル

Ｙ
座
標

－

三
四
七
二
・
四
一
メ
ー
ト
ル

二
二

点

Ｘ
座
標

＋
一
五
八
〇
二
八
・
三
八
メ
ー
ト
ル

Ｙ
座
標

－

三
四
七
七
・
二
八
メ
ー
ト
ル

二
三

点

Ｘ
座
標

＋
一
五
八
〇
五
五
・
七
五
メ
ー
ト
ル

Ｙ
座
標

－

三
四
六
一
・
四
〇
メ
ー
ト
ル

青
森
県
告
示
第
五
十
三
号

地
方
自
治
法

(

昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号)

第
二
百
六
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
佐

井
村
長
か
ら
佐
井
村
の
字
の
区
域
を
次
の
と
お
り
変
更
す
る
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
二

項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
十
六
年
一
月
三
十
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

下
北
郡
佐
井
村
大
字
長
後

喜
平
治
山
国
有
林
二
九
一
林
班
を
字
長
後
川
目
に
編
入
す
る
。

喜
平
治
山
国
有
林
二
九
二
林
班
を
字
穴
間
に
編
入
す
る
。
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青
森
県
告
示
第
五
十
四
号

漁
船
損
害
等
補
償
法
施
行
令

(

昭
和
二
十
七
年
政
令
第
六
十
八
号)

第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
、
漁
船
損
害
等
補
償
法

(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
十
八
号)

第
百
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

る
同
意
を
求
め
る
た
め
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
令
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お

り
公
示
し
、
届
出
に
係
る
指
定
漁
船
調
書
を
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
六
年
一
月
三
十
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

公

告

大
規
模
小
売
店
舗
の
廃
止
の
届
出

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法

(

平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号)

第
六
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
大
規

模
小
売
店
舗
の
廃
止
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
十
六
年
一
月
三
十
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

い
と
く
安
原
店

弘
前
市
大
字
安
原
一
丁
目
一
の
一

二

大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
名
称
及
び
住
所
並
び
に
代
表
者
の
氏
名

株
式
会
社
伊
徳

秋
田
県
大
館
市
清
水
四
丁
目
四
の
一
五

代
表
取
締
役

伊
藤
碩
彦

三

大
規
模
小
売
店
舗
内
の
店
舗
面
積
の
合
計

四

大
規
模
小
売
店
舗
内
の
店
舗
面
積
の
合
計
が
基
準
面
積
以
下
と
な
る
日

平
成
十
六
年
二
月
一
日

五

届
出
年
月
日

平
成
十
六
年
一
月
二
十
一
日

土
地
改
良
事
業
計
画
変
更
認
可
申
請
の
適
当
の
決
定

土
地
改
良
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
四
十
八
条
第
九
項
に
お
い
て
準
用
す
る

同
法
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
八
戸
平
原
土
地
改
良
区
に
係
る
土
地
改
良
事
業
計
画
の
変
更

認
可
の
申
請
を
適
当
と
決
定
し
た
の
で
、
同
法
第
四
十
八
条
第
九
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
八

条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
し
、
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
六
年
一
月
三
十
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

縦
覧
に
供
す
る
書
類

土
地
改
良
事
業
計
画
書
の
写
し

二

縦
覧
の
期
間

平
成
十
六
年
二
月
二
日
か
ら
同
年
三
月
一
日
ま
で

三

縦
覧
の
場
所

八
戸
市
庁
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届

出

事

項

指
定
漁
船
調
書
の
縦
覧

加
入
区
の

名

称

発
起
人
の
住
所
及
び
氏
名

期

間

場

所

川

内

下
北
郡
川
内
町
大
字
川
内
字
川
内
四
三
二

番
地
三

田

中

鐵

男

下
北
郡
川
内
町
大
字
川
内
字
田
野
沢
一
六

九
番
地
二
〇

坂

井

勝

儀

下
北
郡
川
内
町
大
字
桧
川
字
稲
沢
八
番
地

二

橋

本

力
太
郎

平
成
十
六
年
一

月
三
十
日
か
ら

二
月
十
三
日
ま

で

川
内
町
漁
業

協
同
組
合

廃

止

前

廃

止

後

一
、
四
五
四
平
方
メ
ー
ト
ル

九
八
三
平
方
メ
ー
ト
ル
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階
上
町
役
場

南
郷
村
役
場

県
営
土
地
改
良
事
業
計
画
の
決
定

土
地
改
良
法

(
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
八
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
八

戸
平
原
地
区
の
県
営
土
地
改
良
事
業

(

基
幹
水
利
施
設
管
理
事
業)

計
画
を
定
め
た
の
で
、
同
条
第

五
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
し
、
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
六
年
一
月
三
十
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

縦
覧
に
供
す
る
書
類

土
地
改
良
事
業
計
画
書
の
写
し

二

縦
覧
の
期
間

平
成
十
六
年
二
月
二
日
か
ら
同
年
三
月
一
日
ま
で

三

縦
覧
の
場
所

八
戸
市
庁

階
上
町
役
場

南
郷
村
役
場

県
営
土
地
改
良
事
業
計
画
の
決
定

土
地
改
良
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
八
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
長

富
地
区
の
県
営
土
地
改
良
事
業(

水
田
農
業
経
営
確
立
排
水
対
策
特
別
事
業)

計
画
を
定
め
た
の
で
、

同
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
し
、
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
六
年
一
月
三
十
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

縦
覧
に
供
す
る
書
類

土
地
改
良
事
業
計
画
書
の
写
し

二

縦
覧
の
期
間

平
成
十
六
年
二
月
二
日
か
ら
同
年
三
月
一
日
ま
で

三

縦
覧
の
場
所

五
所
川
原
市
役
所

公

安

委

員

会

青
森
県
公
安
委
員
会
告
示
第
四
号

風
俗
営
業
等
の
規
制
及
び
業
務
の
適
正
化
等
に
関
す
る
法
律

(

昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
二
十
二

号)

第
二
十
条
第
四
項
の
規
定
に
基
づ
く
検
定
申
請
に
係
る
次
の
遊
技
機
の
型
式
に
つ
い
て
、
遊
技

機
の
認
定
及
び
型
式
の
検
定
等
に
関
す
る
規
則

(

昭
和
六
十
年
国
家
公
安
委
員
会
規
則
第
四
号)

第

六
条
の
規
定
に
よ
る
技
術
上
の
規
格
に
適
合
す
る
と
認
め
た
の
で
、
同
規
則
第
九
条
第
一
項
の
規
定

に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
十
六
年
一
月
三
十
日

青
森
県
公
安
委
員
会
委
員
長

櫛

引

利

貞
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遊
技
機
の
種
類

型

式

名

製
造
業
者
又
は
輸
入
業
者
名

ぱ
ち
ん
こ
遊
技
機

Ｃ
Ｒ
猛
獣
王
Ｇ
Ｔ

サ
ミ
ー
株
式
会
社

〃

Ｃ
Ｒ
舞
夢
Ｍ
Ｖ
Ｓ

株
式
会
社
サ
ン
セ
イ
ア
ー
ル
ア

ン
ド
デ
ィ

〃

Ｃ
Ｒ
一
休
さ
ん

株
式
会
社
竹
屋

〃

Ｃ
Ｒ
一
休
さ
ん
Ｓ

〃

〃

Ｃ
Ｒ
一
休
さ
ん
Ｔ

〃

〃

Ｃ
Ｒ
デ
ィ
ス
コ
キ
ン
グ
Ｍ
Ａ

株
式
会
社
ニ
ュ
ー
ギ
ン

〃

Ｃ
Ｒ
デ
ィ
ス
コ
キ
ン
グ
Ｌ
Ａ

〃
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〃

Ｃ
Ｒ
デ
ィ
ス
コ
キ
ン
グ
Ｍ
Ｂ

〃

〃

Ｃ
Ｒ
ト
ッ
プ
ク
ル
ー
ジ
ン
グ
Ｓ
１

株
式
会
社
ま
さ
む
ら
遊
機

〃

Ｃ
Ｒ
ト
ッ
プ
ク
ル
ー
ジ
ン
グ
Ｓ
Ｘ
１

〃

〃

Ｃ
Ｒ
フ
ィ
ー
バ
ー
ロ
ー
ド
・
オ
ブ
・

ザ
・
リ
ン
グ
Ｓ
Ｔ
Ｍ

株
式
会
社
三
共

回
胴
式
遊
技
機

チ
ュ
ラ
シ
マ
Ｘ
―
30

株
式
会
社
エ
イ
ペ
ッ
ク
ス

〃

ト
ウ
シ
ン
ラ
イ
デ
ン
ハ
ナ
ダ
マ
サ
ル

株
式
会
社
エ
レ
コ



� �

(

発
行
所
・
発
行
人)

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
番
一
号

青

森

県

(
印
刷
所
・
販
売
人)

青
森
市
古
川
二
丁
目
一
七
番
五
号

東
奥
印
刷
株
式
会
社

定
価
小
口
一
枚
ニ
付
十
五
円
一
銭

毎
週
月
・
水
・
金
曜
日
発
行
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